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高齢者虐待防止指針

第1条 高齢者虐待の防止に関する考え方
（1） 目的
　　社会福祉法人新橋会（以下「当法人」という）は、利用者に対して虐待防止を図るとともに、利用者の人権を保護し、健全な支援を提供することを目的とします。
（2） 虐待の禁止
　職員は利用者に対し、いかなる理由があっても虐待をしてはなりません。当法人は、利用者の尊厳を守り、虐待の未然防止、早期発見、迅速かつ適切な対応を行うため、本指針を定めます。

第2条 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
（1） 高齢者虐待防止検討委員会の設置
　　虐待発生の防止及び早期発見、虐待が発生した際の対応等を検討するため、「高齢者虐待防止検討委員会」（以下「委員会」という）を設置します。
虐待が疑われる事案が発生した場合、施設長、事務長、医師、介護支援専門員、生活相談員、看護師、介護職員等で会議を開催します。必要に応じて、虐待の被害者及び加害者として疑われる人を出席させることができます。

（2） 虐待防止責任者
　　虐待防止の責任主体を明確にするため、施設長を「虐待防止責任者」とします。
　　虐待防止責任者の職務は以下のとおりです。
1 虐待内容及び原因、解決策の検討
2 虐待防止のための当事者との話し合い
3 苦情解決第三者委員会への虐待防止対応結果の報告
4 虐待原因の改善状況の当事者（ご家族を含む）・及び第三者委員会への報告
5 行政への報告
6 虐待防止啓発の多面も定期的な職員研修の実施

（3） 虐待防止受付担当者
　　利用者が虐待通報を行いやすくするため、生活相談員を「虐待防止受付担当者」とします。
　　虐待防止受付担当者の職務は以下の通り。
1 利用者（ご家族）からの虐待通報受付
2 職員からの虐待通報受付
3 虐待内容、利用者等の意向の確認と記録
4 虐待内容の虐待防止責任者及び第三者委員への報告
5 虐待改善状況の虐待防止責任者への報告
※職員は、担当者不在時等に通報があった場合、変わって受け付け、遅滞なく担当者に連絡しなければなりません。

第3条 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
　　虐待防止責任者は、高齢者虐待防止法の趣旨や虐待の定義、適切なケアの手法、ストレスマネジメント等を周知徹底するため、全職員を対象とした虐待防止啓発のための定期的な研修を実施します。これより、職員の資質向上と虐待の未然防止を図ります。

第4条 虐待等が発生した場合の対応方法に関する方針
（1） 対象とする虐待の定義
　　本指針において、「虐待」とは、職員がその支援する利用者に対して行う、次に掲げる行為をいいます。
【身体的虐待】
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること。
【介護・世話の放棄・放任】
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
【心理的虐待】
高齢者に対する著しく暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しく心理的外傷を与える言動を行うこと。
【性的虐待】
高齢者のわいせつな行動すること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
【経済的虐待】
高齢者の財産を不当に処分することとその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
（2） 事実確認と対応
　　通報等の内容や収集した既存情報から虐待が疑われる場合には、速やかに事実確認を行います。対応にあたっては、虐待の犯人捜しを目的とするのではなく、虐待が行われるに至った状況を解決し、再発を防止することを目的とします。

第5条 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
（1） 相談・通報・届出
　　虐待に関する通報や相談は、主観が混在する場合も多いため、記録にあたっては事実部分（例：「あざがあった」「怒鳴っていた」）と印象部分（例：「怯えた様子だった」）を分けて記録するよう注意します。

（2） 職員の通報義務
　　職員は、他の職員による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに行政に通報しなければなりません（高齢者虐待防止法）。

（3） 通報者の保護
　【守秘義務との関係】
　　職員が虐待の通報を行う場合、守秘義務に関する規定は通報を妨げるものと解釈してはなりません。
　【不利益取扱いの禁止】
　　職員等は、虐待の通報を行ったことを理由として、解雇そのほか不利益な取り扱いを受けません。

第6条 成年後見制度の利用支援
　　利用者が認知症等により判断能力が不十分な場合であって、財産管理や契約等の権利擁護が必要と認められる場合には、成年後見制度の利用を支援します。必要に応じて、市町村や地域包括支援センター等の関係機関と連携し、制度利用に向けた相談や手続きの支援を行います。

第7条 虐待等に係る苦情解決方法
（1） 虐待解決に向けた協議
1 虐待防止責任者は、虐待通報の内容を解決するため、虐待通報者との話し合いを実施します（同意がある場合は解決策の提示をもって代えることが可能）。
2 話し合い又は解決策の提示は、原則として虐待通報のあった日から１４日以内に行います。
3 必要に応じて第三者委員の助言を求めることができます。第三者委員は立会いにあたり、解決策の調整と助言を行います。
4 話し合いの結果や改善約束事項を書面に記録し、当事者及び立ち会った第三者委員に確認します。

（2） 記録・結果報告
1 虐待防止責任者は、通報受付から解決、改善までの経緯と結果を書面に記録します。
2 改善を約束した事項について、通報者及び第三者委員に対し、原則として話し合い終了日から３０日以内に改善結果を報告します。
3 通報者が満足する解決が図れなかった場合、市町村窓口、地域包括支援センター、群馬県高齢者総合相談センター、群馬県認知症コールセンター等の窓口を紹介します。

第8条 利用者等に対する指針の閲覧
　　本指針は、事業所内に掲示するとともに、利用者及びその家族等がいつでも閲覧できるよう求めに応じて提示し、また当法人のホームページ等を通じて公表します。
第9条 その他虐待防止の推進のために必要な事項
　　当法人は、虐待防止に向けた取り組みを継続的に見直し、改善を図ります。また、市町村や地域包括支援センター、社会福祉協議会等の関係機関と密接に連携し、地域全体での権利擁護体制の構築に協力します。

附則
この指針は、令和１年５月１日より施行する。
この指針は、令和８年１月１日より施行する。

